
R8 年 4 月～ 

平群町 産後ケア事業のご案内 
 

 

 

 

＼令和 8年度より対象者を拡大しました！／ 

※利用には申請書の提出が必要です。詳細はお問合せください。 

＜利用できる方＞ 

平群町内に住民票がある出産後 1年以内のお母さんと赤ちゃんで、産後ケアを必要とする方 

※感染性疾患に罹患しているとき、入院や治療が必要な方は利用できません 

 

＜内容＞ 

助産師がお母さんと赤ちゃんのご希望や状態に合わせたケアを提供します 

・お母さんのケア(産後の身体や心についての相談など) 

・赤ちゃんのケア(健康状態や体重のチェック等) 

・育児相談、お世話や授乳についての指導、沐浴指導など 

  

利用単位 

利用者負担金 

課税世帯 非課税・ 

生活保護世帯 

ショートステイ 

(宿泊型) 

1泊 2日 

(10時～翌日 10時) 

※3食付き 

 

6000円 

 

 

1500円 

デイサービス 

(通所型) 

8時間（10時～18時） 

※昼・夕食あり 

2500円 625円 

6時間（10時～16時） 

※昼食あり 

2000円 500円 

アウトリーチ 

(訪問型) 

※心友助産院のみ 

10 時～17 時までの間で 2

時間以内 

1000円 

＋交通費 

0円 

※多胎の場合は追加料金あり 

利用上限：利用期間内に７日以内。ただしアウトリーチは２回まで。 

 

実施施設 住所 電話番号 

カンガルーホーム 平群町大字三里 139-9 0745-61-1135 

心友(こと)助産院 広陵町大字三吉 260-3 0745-55-8700 

  

 

 

 

 

お問い合わせ：プリズムへぐり(健康保険課)  

TEL0745-45-8600 平日（8：30～17：15） 

 

 



R8 年 4 月～ 

 

よくあるご質問 

 

Q．利用するにはどうしたらいいですか 

A．プリズムへぐりに来所またはお電話でご相談ください。ご利用には利用申請書の提出が必要です。 

申請時にお母さんと赤ちゃんの状況をお伺いし、サポートプランを作成します。申請後、「利用承認

書」を送付します。ご確認の上、承認された日にご利用ください。利用料金は施設へ直接お支払いく

ださい。※施設の状況により、利用希望日に予約がとれない可能性がありますので、日数に余裕を持

って申請してください。 

 

Ｑ．来所できないので家族が代わりに申請できますか 

Ａ．ご本人の来所が難しい場合、申請書の提出はご家族でも可能です。ご本人へ電話連絡させていた

だく場合があります。また、訪問での対応もできますのでご相談ください。 

 

Q．一人何回まで利用できますか 

A．上限は一人７日間です。ただしアウトリーチは２回が上限です。利用時間の長さに関わらず、１

回の利用で１日(１回)とします。 

ご利用例）・・・ショートステイのみの場合→６泊７日まで(１泊２日×6回) 

デイサービスのみの場合→７日まで(１日(６時間又は８時間)×７回) 

組み合わせる場合→７日まで(ショート２泊３日＋デイ３回＋アウトリーチ１回) 

  

Q．きょうだいの利用はできますか 

A．利用対象はお母さんと１歳までの赤ちゃんです。多胎のきょうだいの利用はできますが、上のお

子さんの同時利用はできません。 

 

Q．産後ケアの利用中に外出することはできますか 

Ａ．産後ケアはお母さんの心身の休息や助産師からのケアを受けていただくことを目的としている

ため、ご利用中の外出はできません。赤ちゃんの預かりを希望される場合は、支援センターの有償託

児や一時預かり等をご利用ください。 

 

Ｑ．土日や年末年始の利用はできますか 

A. 利用施設が可能としている場合は利用できますが、申請は開庁日(土日祝を除く 8:30～

17:15)のみとなります。 

 

 

  その他、気になることがあればプリズムへぐりまでお気軽にお問い合わせください   


